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市民の会、はけ文、野川ほたる村の連名で市長に申し入れ

東京都の突然の意見交換会のための概略設計発注に対して

日頃より小金井市民のためご尽力いただきありがとうご

ざいます。

さて、市側でもご承知の通り、東京都は本年9月に入り

地元小金井市に事前の案内や説明も無く、突然に本年度第

３四半期と第４四半期に「意見交換会」を行う（予定）と

称して東京都北多磨南部建設事務所発注で入札行為を行い

ました。

市民から（議員から）の情報で初めて地元自治体が都の

道路計画に関する動きを知るというようなこの度の東京都

の対応と行為は、市長がかねてより東京都へ要請していた

「地元への配慮」など全く無い行為であり、今回の事態に

私たち市民も強い憤りを禁じえません。

昨年３月に、２路線を優先整備路線に選ぶ際に行われた

パブリックコメントで提出された２０００通を超える小金

井市民の声を無視して２路線が選ばれたことに続き、今回

のような事態が続けば小池知事が目指している「都民ファー

スト」とは全くかけ離れた「都民無視」の都の行政運営が

進んでしまうと大きな懸念を抱かざるを得ません。そして

これは、市長がかね

てより発言されてい

た「地元への配慮を

欠いた事業着手につ

いては両路線とも希

望することはありま

せん」（2017年6月1

5日建設環境委員会

での答弁）が足蹴にされて都の道路行政が進んでしまうこ

とに他なりません。

以上のことなどを踏まえ、以下①～②についてはいずれ

も市長名の文章で東京都へ要請するとともに、③について

もよろしくお願いします。

記

① 地元への配慮を欠いた事業着手については２路線とも

断じて行わない。

② 今後開催とされる「意見交換会」について、

Ａ／都側は「環境調査項目（内容？）についてのみを意

見交換会で議論する対象としているようですので、もし

開催されるとしても、議論の前提無しで計画の是非を含

むすべての問題についての意見交換会とする。

Ｂ／開催回数や参加人数を定めない（１回や数回で議論が

途中で切れるならば何回でも行う。多くの方が参加でき

る会場で行う。等）。

Ｃ／Ａの実効性を担保する為にも、都側からは建設局だけ

でなく都市整備局の担当者も参加しての意見交換会とす

る。

Ｄ／前項①の実効性を担保する為にも、意見交換会の内容

（出された意見や要望）や結果をそのまま公表するとと

もに、今後に反映させることの確約。

③ ２つの道路計画に関して今後は東京都と小金井市がさ

らに密接に情報共有するとともに、それらの情報につい

てはすべて即時に市民へ周知して下さい。

以上

東京都が小金井３・４・１１号線の意見交換会のためとして、「環境調査」と「道路概略設計」について発注を

行ったことが、市民から市民の会へ連絡でわかりました。９月７日の市民の会の世話人会で、このことが話し合わ

れ、翌日の市議会議員から市の都市計画部に問い合わせたところ、「聞いていない」とのことでした。市では東京

都に説明をもとめ、その結果を市議会建設環境員会で報告、都市整備部長も「怒りを感じている」と答弁。

９月２２日、緊急に「市民の会」と「はけの自然と文化をまもる会」「野川ほたる村」の世話人などが集まり、

対応を検討し、市長への申し入れを行うこととしました。

３団体は９月２５日、西岡市長に、地元への配慮を欠いた事業着手については２路線とも断じて行わないことと、

意見交換会の内容についての２点で申し入れを行いました。

小金井市長 西岡真一郎殿

2017年9月25日

「都市計画道路を考える小金井市民の会」

「はけの自然と文化をまもる会」

「野川ほたる村」

第四次事業化計画で選ばれた２つの道路計画に関して東京都へ申し入れをして下さい。

西岡市長への申し入れ書を

手渡しました（9月25日）
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特 記 仕 様 書

４．業務目的

本委託は、小金井3 · 4 · 11 号府中東小金井線外及び小金 井

3 · 4 · 1 号三鷹国分寺線について、概略設計及び今後予 定さ

れている地元住民との意見交換会における資料作成等を行 うも

のである。

５．業務内容

◎小金井 3 · 4 · 11 号府中東小井線外

（１） 道路概略設計（Ｂ）

地形図 (1/ 2, 500) 、地質資料、現地踏査結果、文献

及び設計条件等に基づき、可能と思われる各線形を選定し、

各線形について図上で50m ピッチの縦横断の検討及び土量

計算、主要構造物の数量、概算工事費を積算し、比較案 及

び最適案を提案する。ただし、下記１）の検討課題について

検討すること。

１） 検討課題

本路線が位置する地域に関連する都や市の計画や各種交

通データ、統 計データから現況の交通課題や問題点を分

析する。また、本委託以降に 更に詳細な分析・把握を行

うために必要となる交通調査等について検討する。

２） 設計条件

①延長：L=O. 8 km

②地形条件 ：市街地

③車線数 ： 2 車線

④暫定計画 ：行わない

⑤工区ごとの分割 ：行わない

３） 設計項目

標準仕様書第 3 章第 3 節 3. 3. 2「業務内容」に定

める項目に対し、追加及び削除する項目は以下のとお

りである。

①追加項目

（ア）完成予想図（ペンシルパース）作成

概略設計を基に完成予想図（ペンシルパース）を作成す

る。

②削除項目なし

（２） 環境調査計画検討

１）事業特性に関する情報の把握

実施想定区域の位置、規模、道路構造等計画の熟度に応じ

て収集可能な情報を把握し、対象事業の特性・概要等を整

理する。

２）地域特性に関する情報の把握

既存の文献・資料等を収集・整理し、対象事業の実施想定

区域及びその周辺の自然的状況に係る項目、社会的状況に

係る項目について地域特 性に関する情報を把握する。

なお、自然的状況に係る項目及び社会的状況に係る項目は

以下のとおりである。

①自然的状況に係る項目

（ア）大気環境の状況 （イ）水環境の状況

（ウ）土壌及び地盤の状況（エ）地形及び地質の状況

（オ）動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況

（力）景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況

（キ）一般環境中の放射性物質の状況

②社会的状況に係る項目

（ア）地域における計画・戦略・目標等

（イ）人口及び産業の状況 （ウ）土地利用の状況

（エ）河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況

（オ）交通の状況

（力）学校、病院その他の環境の保全について配慮が特に必

要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況

（キ）下水道の整備の状況

（ク）環境の保全を目的として法令等により指定された地域

その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況

（ケ）その他、社会的状況に関して必要な事項

３）環境調査項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定

対象事業の内容、対象事業実施区域及びその周辺の概況を

踏まえ、環 境調査の項目を選定する。また、選定した項目

ごとに1 )及ぴ 2 ) の結果を踏まえ、その影響の重大性な

どを検討し、可能な範囲で調査、予測 及び評価の手法を選

定する。

（３） 意見交換会補助業務

意見交換会は今年度の第3 四半期及び第4 四半期にそれ

ぞれ1 回ずつ開催する予定であり、出席人数はどちらも

50 名程度を見込んでいる。

１） 意見交換会資料作成

意見交換会当日に会場に掲示する図面、配布資料等の作

成を行う。

２) 意見交換会運営補助

①意見交換会当日の会場設営、案内等の補助業務

②議事録作成のためのI C レコーダー等による記録

３）意見交換会結果整理

①議事録（テープ起こし）の作成

②議事概要版（事務所ホームページ等に掲載予定）の作

成

◎小金井3 · 4 · 1 号三鷹国分寺線

（１）道路概略設計 ( B )

地形図 (1/ 2, 500) 、地質資料、現地踏査結果、文献及び

設計条件等に基づき、可能と思われる各線形を選定し、各線

形について図上で50m ピッチの縦横断の検討及び土量計

算、主要構造物の数量、概算工事費を積算し、比較案 及び

最適案を提案する。

１） 設計条件

①延長 ：L=2. 0 km

②地形条件 ：市街地

③車線数 ：2 車線

④暫定計画 ：行わない

⑤工区ごとの分割 ：行わない

２） 設計項目

標準仕様書第 3 章第 3 節 3. 3. 2「業務内容」に定める項

目に対し、追加及び削除する項目は以下のとおりである。

①追加項目

（ア）完成予想図（ペンシルパース）作成

概略設計を基に完成予想図（ペンシルパース）を作成する。

②削除項目なし

東京都が8月に実施した発注予定表に記載された「特記仕様書」のなかの「業務目的」と「業務内容」を以下に

記載します。（これは、東京都のホームページに掲載されたもので、通常は関係業者以外が見ない箇所です。）



議員案第３８号

都市計画道路「小金井３・４・１号線」「小金井３・４・
１１号線外」の 計画について見直しと誠意ある対応を求
める意見書

上記の意見書を次のとおり提出する。

平成２９年９月２５日提出

小金井市議会議員
村 山 ひでき
沖 浦 あつし
白 井 亨
片 山 薫
斎 藤 康 夫
田 頭 祐 子
水 上 洋 志
遠 藤 百合子
紀 由紀子
渡 辺 大 三

都市計画道路「小金井３・４・１号線」「小金井３・４・

１１号線外」の 計画について見直しと誠意ある対応を求

める意見書

平成２９年９月７日、都市計画道路「小金井３・４・１

号線」及び「小金井３・４・ １１号線外」について、市

民から、北多摩南部建設事務所が意見交換会における資料

作成等の業務の入札を行っているとの情報提供を受けた。

小金井市は入札の実施を知らされておらず、議会からの

情報提供で知ったこと、ま た、市が受けていた連絡は、

９月１１日に東京都職員が説明に来るということのみだ っ

たことが、９月１２日に開催された建設環境委員会で明ら

かになった。 「東京における都市計画道路の整備方針

（第四次事業化計画）（案）」に寄せられた パブリック

コメント４，１２６件のうち、小金井市の２路線に寄せら

れたものは ２，１１１件であり、うち２，０４１件は計

画の廃止及び見直しを求めるものであっ た。 平成２８年

３月、小金井市議会は、市民からの４，５００筆を超える

賛同署名を伴 う「はけの保存のために、都市計画道路３．

４．１号線及び３．４．１１号線外の優 先整備計画の見

直し・変更を東京都に求める陳情書」他２件を採択し、

『都市計画道路 「小金井３・４・１号線」「小金井３・

４・１１号線外」の計画の見直しを求める意見 書』を賛

成多数で可決した。しかしながら、当時の東京都知事であっ

た舛添都知事は 両路線を優先整備路線に決定した。 小金

井市長は、「地元への配慮を欠いた事業着手については、

両路線とも希望するこ とはない」と議会で発言している。

また、優先整備路線決定後も、市民団体は見直し を求め、

小池都知事宛てに１０，０００筆を超える署名を提出して

いる。 こうした地元の状況を踏まえ、現東京都知事であ

る小池都知事からも「丁寧に進め るように」との指示が

あったと聞いているが、東京都から小金井市に情報が伝え

られ ていなかったことは大変遺憾である。 この度の事前

連絡のない発注は、これまでの経過や全国的な流れを考慮

に入れない 対応であると言わざるを得ない。他県では、

環境や住民の理解の度合いに配慮した都 市計画道路の見

直しが行われている。小池都知事は平成２８年７月に実施

された東京 都知事選挙の際、地元の市民団体のアンケー

トに対して「現地を調査する」と回答し ている。 よって、

小金井市議会は、東京都に対し、今回の都市計画道路「小

金井３・４・１ 号線」及び「小金井３・４・１１号線外」

について、現地を視察し、計画を進めるこ とを前提とせ

ず、見直しを含め、改めてその道路の必要性について住民

との話合いの 場を設けることを求めるものである。 以上、

地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２９年９月２５日

小金井市議会議長 五十嵐 京 子

東京都知事 様

市議会が全会一致で「見直しと誠意ある対応を求める意見書」を採択

小金井市議会は、９月２５日、全会派一致して＜都市計画道路「小金井３・４・１号線」「小金井３・４・１１

号線外」の 計画について見直しと誠意ある対応を求める意見書＞を採択したので、紹介します。
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経過報告
＜第19回世話人会（9/7）以降＞

9月7日 第19回世話人会

9月10日 3・4・11関係住民の会第2回総会

9月13日 「都市計画道路の抜本的見直しを求め

る対都交渉」

9月14日 北多摩南部建設事務所へ抗議文提出

9月19日 ３・４・１１関係住民の会世話人会

9月22日 入札情報ととの回答検討会議（市民の

会・はけ文・野川ほたる村）

9月23日 署名行動（武蔵野公園）

9月25日 西岡市長に要請文提出（はけ文・野川

ほたる村との連名）

9月26日 多摩地区道路連絡会

9月27日 外環道青梅ＩＣ裁判傍聴

東京地裁522号法廷

＜今後の予定＞

10月26日 多摩地区道路連絡会

11月4・5日 武蔵野公園はらっぱ祭り

11月11・12日 道路全国連 第43回全国交流会

（会場：千葉県市川市）

＜他の団体の裁判などの日程＞

10月6日 補助29号線（品川）第1回公判10：30

東京地裁 101号法廷

10月7日 小平３・２・８号線控訴審裁判の控訴

理由学習会 13：30

同 立川3・3・30号線報告会

10月10日 補助23号線（世田谷・松原）15：00

東京地裁 419号法廷

10月16日 26号線（板橋・大山）15：00

東京地裁 101号法廷

11月30日 外環道練馬1キロ訴訟11：30高裁511

3・4・11関係住民の会が総会

３
・
４
・
１
１
関
係
住
民
の
会
は
９
月
10
日
、
第
２
回
総
会
を
開

催
し
ま
し
た
。

東
町
の
会
場
に
は
初
め
て
参
加
の
方
を
含
め
46
人
が
出
席
し
ま
し

た
。
会
の
代
表
か
ら
北
多
摩
南
部
建
設
事
務
所
へ
の
３
回
の
訪
問
や

住
民
の
家
々
に
季
節
ご
と
に
ポ
ス
タ
ー
を
貼
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら

に
、
地
域
の
家
を
訪
問
し
て
住
民
の
会
に
お
誘
い
し
て
い
る
こ
と
な

ど
の
一
年
間
の
活
動
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
市
民
の
会
事
務
局
か
ら
市
民
の
会
の
一
年
間
の
活
動
と
都

内
の
住
民
運
動
や
裁
判
の
動
き
に

つ
い
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

市
議
会
の
動
き
に
つ
い
て
は
、

建
設
環
境
委
員
会
に
所
属
し
て
い

る
坂
井
議
員
、
田
湯
議
員
か
ら
、

東
京
都
の
意
見
交
換
会
発
注
の
問

題
や
市
議
会
環
境
建
設
委
員
会
で

の
質
問
や
市
の
動
き
に
つ
い
て
お

話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

第４３回 道路全国連・全国交流集会のご案内

日時 11月11日（土） 12日(日）
11日(土）

12時30分 ＪＲ総武線七川駅南口ロータリー集合

13時から 外環道や北千葉道路・関連都市計画道路など見学

18時～20時30分 懇親会（市川グランドホテル）

12日（日）

9時30分開会

基調報告・

記念講演「住民主体の街づくりへの課題」岩見良太郎氏

特別報告 大気汚染被害者救済制度、リニア中央新幹線

13時～16：30

現地報告 外環千葉、第二湾岸道

特別報告 横浜環状南線、庄戸合同道路

団体報告 中部横断自動車道・大阪淀川左岸道路

各団体報告 名古屋の都市計画道路の廃止

東京都の都市計画道路

広島、横浜環状、外環大深度浩二

参加費など

参加費 1500円、現地見学参加費 3000円

懇親会費 5500 2日目のお弁当 1000円

宿泊希望の方は別途

申し込み締め切り １０月２２日必着

申込用紙はホームページに記載しています。

品川・補助２９号線裁判
（第１回）に傍聴を

・日時 １０月６日（金） １０時３０分

東京地裁 １０３号法廷

裁判所に１０時１０分集合

小金井での集合は

東小金井駅上りホーム一番後ろ ９時20分

小平３・２・８号線裁判
控訴理由学習会

・日時 １０月７日（土）１３時３０分

小平市民総合体育館 第２会議室

東京地裁判決は、①道路の公共性・必要性②

大気汚染③騒音④自然と文化遺産⑤住民のコミュ

ニティ破壊⑥手続き違反・違法性をすべて否定。

これらを掘り下げる学習会です。


